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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出する放射線検出手段による放射線撮影を制御する制御装置であって、
　線量計で得られる放射線の線量情報を受信する通信手段と、
　前記線量情報の受信方式を示すタイプ情報を取得する取得手段と、
　前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し、前記判定に応じて前記線量情報
の取得を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記タイプ情報を用いて、
　静止画または動画の撮影単位で放射線の照射条件と線量情報とを出力する第１のタイプ
の放射線発生手段であるか、
　静止画または動画の撮影が終了した後に、放射線の照射条件および全ての撮影の線量情
報を加算した積算線量情報を出力する第２のタイプの放射線発生手段であるかを判定し、
　前記判定に応じたタイミングで前記線量情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記第１のタイプの放射線発生手段と判定された場合、前記制御手段は撮影単位で取得
した線量情報を加算した線量情報を出力し、
　前記第２のタイプの放射線発生手段と判定された場合、前記制御手段は取得した前記積
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算線量情報を出力する
　ことを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記第１のタイプの放射線発生手段と判定された場合、前記制御手段は、前記放射線検
出手段の検出結果に基づく画像に、前記撮影単位の照射条件と前記線量情報とを含めて出
力することを特徴とする請求項２または３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記第２のタイプの放射線発生手段と判定された場合、前記制御手段は、前記放射線検
出手段の検出結果に基づく画像に、前記照射条件から推定した撮影単位の線量情報とを含
めて出力することを特徴とする請求項２または３に記載の制御装置。
【請求項６】
　同一の被検者の複数の検査についてまとめて撮影を行う場合、
　前記取得手段は、前記複数の検査の終了後に前記複数の検査で行った撮影について積算
線量情報を取得し、
　前記制御手段は、前記取得した積算線量情報をまとめて出力することを特徴とする請求
項２または３に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、各検査における撮影枚数または撮影フレーム数により前記積算線量情
報を案分した線量情報を、各検査の終了通知とともに出力することを特徴とする請求項６
に記載の制御装置。
【請求項８】
　開始した検査を途中で保留にする場合、前記制御手段は、前記開始から前記保留になる
までに行った第１撮影の積算線量情報を取得し、
　前記検査を再開する場合、前記制御手段は、前記再開から前記検査の終了までに行った
第２撮影の積算線量情報を取得し、
　前記制御手段は、前記第１撮影の積算線量情報と、前記第２撮影の積算線量情報とを加
算した積算線量情報を出力する
　ことを特徴とする請求項２または６に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記積算線量情報には、検査開始から検査終了までの積算面積線量、積算照射線量、積
算透視時間が含まれることを特徴とする請求項２または３に記載の制御装置。
【請求項１０】
　前記取得手段は、放射線情報システムから検査情報を受信し、
　前記制御手段は、前記取得した線量の情報を前記検査の終了通知と共に出力することを
特徴とする請求項６または７に記載の制御装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記検査情報の中に、被検者を特定する識別情報が同じである検査が
複数あるか否かを判定し、検査が複数あった場合、前記識別情報に基づいて複数の検査を
まとめて１つの検査として表示手段に表示するための表示制御を行うことを特徴とする請
求項１０に記載の制御装置。
【請求項１２】
　放射線撮影を制御する制御装置であって、
　複数単位の放射線照射を含む放射線撮影の検査情報を取得する取得手段と、
　放射線発生手段により発生された放射線の線量を計測する線量計で得られる線量情報を
受信する通信回路と、
　前記通信回路により、１単位の放射線照射ごとに前記線量情報が受信される場合、前記
受信される線量情報に含まれる線量値を合算する計算手段と、
　１単位の放射線照射ごとに前記線量情報が受信される場合には前記計算手段により合算
される値を、前記検査情報に対応する検査の合計線量値を示す情報として外部の装置に出
力させ、前記通信回路により、複数単位の放射線照射を含む検査単位で前記線量情報が受
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信される場合、前記受信される線量情報を前記検査情報に対応する検査の合計線量値を示
す情報として外部の装置に出力させる出力制御手段と、
　を有することを特徴とする制御装置。
【請求項１３】
　放射線を発生する放射線発生手段と、前記放射線を検出する放射線検出手段とを有する
放射線撮影装置を制御する制御装置であって、
　前記放射線発生手段から放射線の線量情報の送り方を示すタイプ情報を取得する取得手
段と、
　前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し、前記判定に応じて前記線量情報
の取得を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする制御装置。
【請求項１４】
　放射線を検出する放射線検出手段による放射線撮影を制御する制御装置の制御方法であ
って、
　前記制御装置の通信手段が、線量計で得られる放射線の線量情報を受信する通信工程と
、
　前記制御装置の取得手段が、前記線量情報の受信方式を示すタイプ情報を取得する取得
工程と、
　前記制御装置の制御手段が、前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し、前
記判定に応じて前記線量情報の取得を制御する制御工程と、
　を有することを特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１５】
　放射線撮影を制御する制御装置の制御方法であって、
　前記制御装置の取得手段が、複数単位の放射線照射を含む放射線撮影の検査情報を取得
する取得工程と、
　前記制御装置の通信回路が、放射線発生手段により発生された放射線の線量を計測する
線量計で得られる線量情報を受信する通信工程と、
　前記制御装置の計算手段が、前記通信回路により、１単位の放射線照射ごとに前記線量
情報が受信される場合、前記受信される線量情報に含まれる線量値を合算する計算工程と
、
　前記制御装置の出力制御手段が、１単位の放射線照射ごとに前記線量情報が受信される
場合には前記計算手段により合算される値を、前記検査情報に対応する検査の合計線量値
を示す情報として外部の装置に出力させ、前記通信回路により、複数単位の放射線照射を
含む検査単位で前記線量情報が受信される場合、前記受信される線量情報を前記検査情報
に対応する検査の合計線量値を示す情報として外部の装置に出力させる出力制御工程と、
　を有することを特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１６】
　放射線を発生する放射線発生手段と、前記放射線を検出する放射線検出手段とを有する
放射線撮影装置を制御する制御装置の制御方法であって、
　前記制御装置の取得手段が、前記放射線発生手段から放射線の線量情報の送り方を示す
タイプ情報を取得する取得工程と、
　前記制御装置の制御手段が、前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し、前
記判定に応じて前記線量情報の取得を制御する制御工程と、
　を有することを特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１７】
　放射線を発生する放射線発生手段と、前記放射線を検出する放射線検出手段とを有する
放射線撮影装置であって、
　前記放射線発生手段から放射線の線量情報の送り方を示すタイプ情報を取得する取得手
段と、
　前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し、前記判定に応じて前記線量情報
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の取得を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする放射線撮影装置。
【請求項１８】
　放射線を発生する放射線発生手段と、前記放射線を検出する放射線検出手段とを有する
放射線撮影装置の制御方法であって、
　前記放射線撮影装置の制御部が、前記放射線発生手段から放射線の線量情報の送り方を
示すタイプ情報を取得する取得工程と、
　前記放射線撮影装置の制御部が、前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し
、前記判定に応じて前記線量情報の取得を制御する制御工程と、
　を有することを特徴とする放射線撮影装置の制御方法。
【請求項１９】
　放射線を発生する放射線発生手段と前記放射線を検出する放射線検出手段とを有する放
射線撮影装置と、放射線情報システムと、画像保管通信システムと、を有することを特徴
とする放射線撮影システムであって、
　前記放射線情報システムは検査情報を出力し、
　前記検査情報に基づき撮影を行う放射線撮影装置は、
　前記放射線発生手段から放射線の線量情報の送り方を示すタイプ情報を取得する取得手
段と、
　前記タイプ情報により前記線量情報の送り方を判定し、前記判定に応じて前記線量情報
の取得を制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記取得した線量情報を検査の終了通知と共に前記放射線情報システ
ムに出力し、
　前記制御手段は、前記撮影により取得した画像を前記画像保管通信システムに出力する
　ことを特徴とする放射線撮影システム。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の制御装置の各手段として機
能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は制御装置、制御装置の制御方法、放射線撮影装置、放射線撮影装置の制御方法
、放射線撮影システムおよびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院内の情報ネットワークの整備に伴い、ネットワーク上で情報を扱うシステムとして
病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、画像保管通信システム（
ＰＡＣＳ）等の情報システムが発達している。これらの情報システムは放射線撮影装置の
運用に密接に関連するものである。
【０００３】
　放射線撮影装置は、放射線情報システム（ＲＩＳ）から受信した複数の検査情報から特
定の被検者の検査情報を選択して検査を開始する。このとき、ＲＩＳに対して検査の開始
を通知する。放射線撮影装置は、撮影に先立って検査情報に対応する適切な撮影条件を放
射線発生装置に送信する。放射線を照射して、検査情報で指定された撮影を実施すると、
放射線検出部から受信したデジタル画像に画像処理をして、表示部に表示する。また、放
射線撮影装置は放射線照射直後に放射線発生装置から実施した撮影条件、線量等の照射実
施情報を受信して記憶する。検査終了が指示されると、放射線撮影装置は記憶していた撮
影条件、線量等の照射実施情報を、検査終了通知に含めてＲＩＳに送信する。また、放射
線撮影装置は撮影した画像をＰＡＣＳに送信して、検査を終了する。
【０００４】
　このように、放射線撮影装置は、照射毎に放射線発生装置から照射実施情報を受信し、
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検査終了のタイミングでそれらの情報を検査終了通知（ＭＰＰＳ）に含めてＲＩＳに送信
する構成が特許文献１に記載されている。
【０００５】
　特許文献１は静止画を撮影するシステムを開示するものであり、放射線撮影装置は、照
射毎の線量等の照射実施情報を放射線発生装置から受信し、検査終了のタイミングで検査
終了通知（ＭＰＰＳ）をＲＩＳに送信している。このため、ＲＩＳにて各被検者の被ばく
線量を管理することが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４７６４０９８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、透視（動画撮影）を実施するシステムにおいては、透視直後に照射実施
情報を送信しない放射線発生装置も存在する。透視によって被写体を観察しつつ、所望の
タイミングで静止画を撮影する撮影方法の場合、透視直後に照射実施情報の転送を行うと
、透視と静止画撮影の間にタイムラグが発生し、静止画撮影が所望のタイミングから遅れ
る可能性がある。
【０００８】
　このため、照射直後に放射線発生装置から線量等の照射実施情報（線量情報）を受信す
ることを前提とする従来の放射線撮影装置は、透視直後に照射実施情報（線量情報）を送
信しない放射線発生装置からの照射実施情報を受信できない。このため、検査終了通知（
ＭＰＰＳ）をＲＩＳに送信する際に、放射線撮影装置は、照射実施情報をＲＩＳに送信す
ることができず、適切な線量管理ができないという課題があった。
【０００９】
　本発明は、放射線発生装置による送り方に応じて線量情報を取得することが可能な技術
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一つの態様に係る制御装置は、放射線を検出する放射線検出手段による放射線
撮影を制御する制御装置であって、線量計で得られる放射線の線量情報を受信する通信手
段と、前記線量情報の受信方式を示すタイプ情報を取得する取得手段と、前記タイプ情報
により前記線量情報の送り方を判定し、前記判定に応じて前記線量情報の取得を制御する
制御手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、放射線発生装置による送り方に応じて線量情報を取得することが可能
になる。例えば、透視直後に照射実施情報を送信しない放射線発生装置との組み合わせに
おいて、透視直後を避けて照射実施情報を受信することができ、より正確な線量管理が可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】放射線撮影システムの構成例を示す図。
【図１Ｂ】放射線撮影システムの構成例を示す図。
【図２】放射線撮影装置、放射線検出部、放射線発生装置のブロック図。
【図３】第１、第３および第４実施形態の処理手順を示す図。
【図４】第１、第３および第４実施形態の処理手順を示す図。
【図５】第２実施形態の処理手順を示す図。
【図６】第２実施形態の処理手順を示す図。
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【図７】第５実施形態の処理手順を示す図。
【図８】第５実施形態の処理手順を示す図。
【図９】放射線撮影装置と放射線発生装置との間の通信コマンドを示す図。
【図１０】放射線撮影装置が出力するＭＰＰＳを例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実
施形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は、特許請
求の範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定されるわけ
ではない。
【００１４】
　（第１実施形態）
　図１Ａ、図１Ｂは、第１実施形態の放射線撮影システムの構成例を示す図である。図１
Ａは病院内のネットワーク上に構成されるシステムの例を示している。システム放射線情
報システム（ＲＩＳ１１）、画像保管通信システム（ＰＡＣＳ１２）、病院情報システム
（ＨＩＳ１３）、および放射線撮影装置１００が病院内ネットワーク１０に接続されてい
る。
【００１５】
　病院情報システム（ＨＩＳ）は、被検者情報（例えば、被検者ＩＤ、被検者氏名、性別
、生年月日等）や会計情報等の病院内の管理情報全般を扱うことが可能である。放射線情
報システム（ＲＩＳ）は、診療科から画像の検査依頼を受け、放射線科にどの被検者のど
の部位を撮影するかを明確にして検査情報として検査依頼を出すなどの画像撮影に関する
情報の管理を行うことが可能である。
【００１６】
　また、ＲＩＳは、検査依頼先から検査開始や検査終了等のモダリティによる検査の実施
状況の通知を受信する。例えば、検査開始または検査終了時にＤＩＣＯＭ（Digital Imag
ing and Communication in Medicine）のＭＰＰＳ（Modality Performed Procedure Step
）を受信する。ＲＩＳはＭＰＰＳの受信により、検査状態の管理を行ったり、検査終了時
に通知された線量情報に基づき被検者の被ばく線量の管理を行うことが可能である。
【００１７】
　画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）は、撮影された画像データを保管し、過去に撮影し
た画像の視認依頼があれば画像を検索して配信するなどの画像データの保管管理を行うこ
とが可能である。
【００１８】
　図１Ｂは病院外のネットワークを介して構成されるシステムの例を示し、インターネッ
トなどの病院外のネットワーク１５上にＲＩＳ１１、ＰＡＣＳ１２、ＨＩＳ１３、および
放射線撮影装置１００が構成されている。
【００１９】
　放射線撮影装置１００は、放射線発生装置１１０と、放射線を検出する放射線検出部１
０１と、制御装置１３０とを備える。制御装置１３０は、放射線を検出する放射線検出部
１０１による放射線撮影を制御する。また、制御装置１３０は、放射線撮影装置１００内
に別体として設けられており、放射線撮影装置１００の全体的な動作を制御する。機能構
成として、制御装置１３０は、線量計で得られる放射線の線量情報を受信する通信部と、
線量情報の受信方式を示すタイプ情報を取得する取得部と、タイプ情報により線量情報の
送り方を判定し、判定に応じて線量情報の取得を制御する制御部とを備える。機能構成と
して、制御装置１３０は、放射線発生装置１１０から放射線の線量情報の送り方を示すタ
イプ情報を取得する取得部と、タイプ情報により線量情報の送り方を判定し、判定に応じ
て線量情報の取得を制御する制御部とを有する。
【００２０】
　また、放射線撮影を制御する制御装置１３０は、機能構成として、複数単位の放射線照
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射を含む放射線撮影の検査情報を取得する取得部を有する。制御装置１３０は、放射線発
生装置１１０により発生された放射線の線量を計測する線量計で得られる線量情報を受信
する通信回路を有する。制御装置１３０は、通信回路により、１単位の放射線照射ごとに
線量情報が受信される場合、受信される線量情報に含まれる線量値を合算する計算部を有
する。また、制御装置１３０は、１単位の放射線照射ごとに線量情報が受信される場合に
は計算部により合算される値を、検査情報に対応する検査の合計線量値を示す情報として
外部の装置に出力させる出力制御部を有する。制御装置１３０の出力制御部は、通信回路
により、複数単位の放射線照射を含む検査単位で線量情報が受信される場合、受信される
線量情報を検査情報に対応する検査の合計線量値を示す情報として外部の装置に出力させ
る。
【００２１】
　ここで、１単位の放射線照射とは、静止画撮影であれば１回の曝射、透視やシネループ
撮影であれば１度照射スイッチを押下あるいは照射ペダルを踏んで、次に離すまでの一連
の照射を指すものとする。例えば、透視やシネループ撮影でパルス照射の場合、１単位の
放射線照射を、各フレームに対応する照射パルスを１単位の放射線照射と定義してもよい
。もちろん、連続照射の場合にも各フレームに対応する照射量を仮想的に１単位の放射線
照射と定義してもよい。これらの機能構成は、制御装置１３０の中央演算処理部（ＣＰＵ
）の制御の下、制御プログラムが各種処理を実行することにより実現されるものである。
【００２２】
　放射線撮影装置１００は、制御装置１３０の制御の下、放射線検出部１０１および放射
線発生装置１１０との間で情報通信ができるようになっている。また、放射線撮影装置１
００は、制御装置１３０の制御の下、ＲＩＳ１１、ＰＡＣＳ１２およびＨＩＳ１３との間
で通信を行うことが可能である。尚、放射線撮影システムとして、放射線撮影装置１００
を放射線撮影システムと呼ぶこともある。尚、制御装置１３０による処理は、放射線撮影
装置１００の制御部２１（図２（ａ））により行うことも可能である。以下の説明では、
制御部２１の処理を説明するが、制御装置１３０は制御部２１と同様の処理を行うことが
可能である。
【００２３】
　ＲＩＳ１１は、病院内の各診療科から依頼された検査依頼情報を管理している。また、
ＲＩＳ１１は検査終了通知（ＭＰＰＳ）を受信する機能を備え、病院内ネットワーク１０
に接続されている放射線撮影装置等の各種モダリティから、実施された各検査の線量情報
を含むＭＰＰＳを受信し、被検者の線量管理を行うことが可能である。
【００２４】
　ＰＡＣＳ１２は病院内ネットワーク１０に接続されている放射線撮影装置等の各種モダ
リティから医用画像を収集して管理する。放射線撮影装置１００は、ＲＩＳ１１から放射
線撮影装置１００で実施すべき検査情報を受信し、その検査情報に従って放射線撮影によ
る検査を実施する。
【００２５】
　放射線撮影装置１００は検査の開始時にはＲＩＳ１１と放射線発生装置１１０に検査開
始を通知する。放射線撮影装置１００は、撮影に先立って、放射線発生装置１１０に対し
て、管電圧、管電流、照射時間などの放射線の照射条件を含む撮影条件設定コマンドを送
信する。
【００２６】
　放射線発生装置１１０は、その撮影条件設定コマンドに従って放射線発生部１１１（放
射線管）を制御して放射線を発生させる。また、放射線発生装置１１０は実際に照射した
放射線の線量情報を含む照射実施情報を放射線撮影装置１００に送信する。この照射実施
情報には、例えば、放射線発生装置１１０から放射線撮影装置１００への線量情報の送り
方を示す情報（タイプ情報）が含まれている。このタイプ情報の代わりに放射線発生装置
１１０の機種を示す機種情報を用いることが可能である。
【００２７】
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　放射線検出部１０１は、被検者を透過した放射線の受光量に応じたデジタル画像（放射
線画像データ）を出力する。放射線撮影装置１００は、放射線検出部１０１からデジタル
画像（放射線画像データ）を受信して、必要な画像処理を施す。検査終了時に、放射線撮
影装置１００は放射線発生装置１１０に検査終了を通知し、画像をＰＡＣＳ１２に送信す
るとともに、ＲＩＳ１１には、検査終了の通知に放射線発生装置１１０から受信した照射
実施情報を含めて送信する。
【００２８】
　（放射線撮影装置１００の構成）
　図２（ａ）は、放射線撮影装置１００の内部の概略構成を示すブロック図である。制御
部２１は放射線撮影装置１００全体を制御する。制御部２１は、バス２９を介して、表示
部２２、センサＩＦ２３（センサインターフェース）、発生部ＩＦ２４（発生部インター
フェース）、ＲＡＭ２５、入力部２６、記憶部２７、ＮＩＣ２８および画像処理部３１と
接続されている。
【００２９】
　制御部２１は、先に説明した制御装置１３０と同様の処理を行うことが可能であり、記
憶部２７に記録されている制御プログラムをＲＡＭ２５に転送してＲＡＭ２５内の制御プ
ログラムを逐次実行することにより、バス２９に接続される各部の制御を行う。
【００３０】
　表示部２２は、ＬＣＤやＣＲＴ等の表示装置で構成され、制御プログラムによってＧＵ
Ｉや医用画像が表示される。尚、表示部２２は、放射線撮影装置１００の内部構成に限定
されるものではなく、放射線撮影装置１００に接続する画像表示装置として構成すること
も可能である。制御部２１は、画像表示装置を制御して画像をＧＵＩに表示制御すること
が可能である。また、制御部２１はＮＩＣ２８を介して画像データ等を外部の装置、シス
テムに出力することが可能である。
【００３１】
　センサＩＦ２３は、放射線検出部１０１を接続するためのインターフェースであり、制
御部２１の制御により放射線検出部１０１の検出結果を取得する。
【００３２】
　発生部ＩＦ２４は、放射線発生装置１１０を放射線撮影装置１００に接続するためのイ
ンターフェースであり、制御部２１の制御により、検査開始、検査終了を通知するための
通信、撮影条件の送信や、照射実施情報の受信を行う。
【００３３】
　ＲＡＭ２５は、情報の一時記憶部であり、制御部２１で実行する制御プログラムの格納
領域、表示される画像データの格納領域、制御プログラムが使用するメモリ領域として使
用される。
【００３４】
　入力部２６により操作者はＧＵＩを操作することが可能である。入力部２６は、例えば
、マウスやタッチパネルなどのポインティングデバイス、必要に応じてキーボードなどで
構成することが可能である。
【００３５】
　記憶部２７は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等で構成される不揮発性の情報記憶
領域であり、制御部２１で実行するための制御プログラムや放射線検出部から受信した画
像を含む実施済み検査の情報の記憶領域として使用する。
【００３６】
　ＮＩＣ２８は、ネットワークインターフェースカードであり、病院内ネットワーク１０
や外部のネットワークに接続できるようになっている。制御部２１はＮＩＣ２８を介して
、ＲＩＳ１１やＰＡＣＳ１２と通信を行うことが可能である。画像処理部３１は、放射線
検出部１０１から出力されたデジタル画像（放射線画像データ）に画像処理を施した画像
を生成する。
【００３７】
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　（放射線検出部１０１の構成）
　図２（ｂ）は、放射線検出部１０１の内部の概略構成を示すブロック図である。放射線
検出部１０１は、放射線イメージセンサ２１０と、検知回路２２０と、駆動回路２３０と
、読み出し回路２４０と、電源２５０と、制御部２６０と、通信回路２７０とを備えてい
る。
【００３８】
　電源２５０は、放射線検出部１０１の各構成要素に電力を供給する。放射線イメージセ
ンサ２１０は、例えば、蛍光体および２次元の検出領域を有する固体撮像素子である。
【００３９】
　制御部２６０は、放射線検出部１０１の各部を統合的に制御する。検知回路２２０は、
放射線イメージセンサ２１０の出力を監視して放射線の照射を検知する。駆動回路２３０
は、放射線イメージセンサ２１０を蓄積状態または読み出し状態で駆動させる。例えば、
検知回路２２０による放射線照射の検知に基づいて、制御部２６０が駆動回路２３０に対
して指示を行い、駆動回路２３０は当該指示に基づいて放射線イメージセンサ２１０を蓄
積状態または読み出し状態で駆動させる。
【００４０】
　読み出し回路２４０は、駆動回路２３０により放射線イメージセンサ２１０から信号を
読出し、読み出した信号を増幅してＡ/Ｄ変換し、放射線画像データを出力する。放射線
画像データは、通信回路２７０を介して放射線撮影装置１００に出力される。通信回路２
７０は、放射線撮影装置１００の制御部２１（制御装置１３０）からの制御信号を受信す
る。制御部２６０は、制御部２１（制御装置１３０）から受信した制御信号に従って放射
線検出部１０１の各部の動作を制御する。
【００４１】
　（放射線発生装置１１０の構成）
　図２（ｃ）は、放射線発生装置１１０の内部の概略構成を示すブロック図である。放射
線発生装置１１０は、放射線発生部１１１と、制御部１１２と、通信回路１１３と、記憶
部１１４と、線量計１４０と、高圧発生部１１５と、照射スイッチ１５０とを有する。放
射線発生部１１１は、電子ビームを受けて放射線（例えばＸ線）を発生する管球１１１ａ
と、発生された放射線束を例えば円錐状や四角垂状に整形するコリメータ１１１ｂとを有
する。制御部１１２は放射線発生装置１１０の動作を統合的に制御する。通信回路１１３
は他の装置との通信インタフェースである。記憶部１１４は実施前の照射条件、実施済み
の照射条件、線量情報、その他の情報を記憶する。高圧発生部１１５は管球１１１ａに高
電圧を供給する。照射スイッチ１５０は操作者に押下されることに応じて放射線発生のた
めのトリガ信号を発生させる。
【００４２】
　ここで、放射線発生装置１１０には、線量計１４０が設けられる。線量計１４０は放射
線の線量に応じた信号を生成するイオンチャンバ１４０ａと、生成された信号を処理して
線量値を得る計測部１４０ｂとを有する。イオンチャンバ１４０ａは略直方体状の形状を
有し、コリメータ１１１ｂの開口を覆うように配置される。計測部１４０ｂは例えばＲＳ
２３２Ｃ等の通信ケーブルで通信回路１１３と接続する。なお、計測部１４０ｂの機能を
制御部１１２が兼ねることとしてもよく、その場合には、線量計１４０は放射線発生装置
１１０は一部となる。線量計１４０からの線量情報は、通信回路１１３を介し、例えばＲ
Ｓ２３２Ｃの通信ケーブルを通じて制御装置１３０に送信される。
【００４３】
　別の実施形態では、放射線発生装置１１０を介さずに、線量計１４０と制御装置１３０
とがＲＳ２３２Ｃ等の通信ケーブルで直接接続し、線量情報を制御装置１３０が受け取る
。
【００４４】
　記憶部１１４には、放射線発生装置１１０から放射線撮影装置１００への線量情報の送
り方を示す情報（タイプ情報）、または、放射線発生装置１１０の機種を示す機種情報が
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記憶されている。
【００４５】
　通信回路１１３は、図９に示すコマンドコードに基づいて、放射線撮影装置１００の制
御部２１（制御装置１３０）からの制御信号を受信する。制御部１１２は、制御部２１（
制御装置１３０）から受信した制御信号に従って放射線発生装置１１０の各部の動作を制
御する。
【００４６】
　制御信号には、放射線の照射条件として、例えば、管電圧、管電流、照射時間などを設
定するための撮影条件設定コマンドが含まれている。制御部１１２は、撮影条件設定コマ
ンドの受信に応じて、撮影条件に適した放射線の照射条件を放射線発生部１１１に設定し
て放射線の照射を制御する。
【００４７】
　また、放射線撮影装置１００の制御部２１から送信される制御信号には、放射線発生装
置１１０のタイプ情報または機種情報を問い合わせる信号が含まれている。放射線発生装
置１１０の制御部１１２は、この信号の受信に応じて、記憶部１１４からタイプ情報また
は機種情報を読み出し、通信回路１１３を介して放射線撮影装置１００の制御部２１（制
御装置１３０）に送信する。
【００４８】
　図９は、放射線撮影装置１００と放射線発生装置１１０との間で通信する際のコマンド
のリストを例示する図である。各コマンドは、コマンドコードとパラメータとで構成され
ている。コマンドコードの種類により、パラメータの数が異なる（例えば、コマンドコー
ド０３～０６）。また、パラメータの無いコマンドもある（例えば、コマンドコード００
～０２）。尚、図９は、パラメータを例示的に示したものであり、図示したパラメータ以
外のパラメータが含まれていてもよい。
【００４９】
　図１０は、放射線撮影装置１００がＲＩＳ１１に対して送信するＭＰＰＳの例を示す図
である。ＭＰＰＳに含まれるタグは、被検者に関するもの、検査に関するものなど種々の
タグが含まれるが、ここでは、実施形態の説明に必要なタグ（ＴＡＧ）のみを例示的に示
しており、他のタグは省略している。
【００５０】
　図１０（ａ）の検査開始通知（Ｎ－ＣＲＥＡＴＥ）には、タグ(0040,0252)の値が “IN
 PROGRESS”であり、検査中であることを示す情報が含まれている。放射線撮影装置１０
０は検査開始通知（Ｎ－ＣＲＥＡＴＥ）をＲＩＳ１１に送信することで、検査中になった
ことをＲＩＳ１１に通知する。
【００５１】
　また、図１０（ｂ）の検査終了通知（Ｎ－ＳＥＴ）には、タグ(0040,0252)の値が“COM
PLETED”であり、検査が終了したことを示す情報が含まれている。また、検査終了通知（
Ｎ－ＳＥＴ）には線量に関するタグ（0040,8302）,(0018,115E)が含まれており、Ｎ－Ｓ
ＥＴの通知先にて線量情報の管理が可能となる。タグ（0040,8302）により平均の線量が
ＲＩＳ１１に通知される。また、(0018,115E)により検査におけるトータルの面積線量が
ＲＩＳ１１に通知される。放射線撮影装置１００は検査終了通知（Ｎ－ＳＥＴ）をＲＩＳ
１１に送信することで、検査における放射線の線量情報をＲＩＳ１１に通知する。
【００５２】
　（放射線撮影装置１００の動作）
　次に、放射線撮影装置１００の動作に関して、フローチャートを用いて説明する。図３
および図４は放射線撮影装置１００の処理手順を示すフローチャートである。以下の処理
手順は制御部２１の全体的な制御の下に実行される。
【００５３】
　放射線撮影装置１００が起動すると、まず、ステップＳ３０１で、放射線撮影装置１０
０は検査待ち状態となる。ここで、図示はしないが、撮影技師はＧＵＩ上で、新規検査、
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終了を選択できる。終了が選択された場合は、プログラムを終了する。一方、ステップＳ
３０１の判定で、新規検査が選択された場合は、図４のフローチャートに処理を進める。
【００５４】
　ステップＳ４０１で、制御部２１はＲＩＳ１１から検査情報を取得する。さらに、ステ
ップＳ４０２では、制御部２１は、取得した検査情報をリストとしてＧＵＩ上に表示し、
どの検査を開始するかを撮影技師に選択させる。
【００５５】
　撮影技師が検査を選択すると、ステップＳ４０３で、制御部２１は選択された検査を開
始するための制御を行う。制御部２１は検査中になったことを、検査開始通知（ＭＰＰＳ
のＮ－ＣＲＥＡＴＥ）の出力により（図１０（ａ））、ＲＩＳ１１に通知する。
【００５６】
　また、ステップＳ４０４で、制御部２１は放射線発生装置１１０に対して検査開始を通
知する。放射線発生装置１１０は、このタイミング以降、後に検査終了の通知を受信する
までの期間に照射した線量、透視時間を積算する。これらの情報を総称して積算線量情報
ともいう。
【００５７】
　ステップＳ４０５で、検査中の状態となる。撮影技師は、この検査で必要な透視（動画
撮影）/撮影（静止画撮影）、または検査終了の操作をする。透視/撮影をする場合は、ス
テップＳ４０６に進む。ステップＳ４０６で、ＧＵＩを介した撮影技師の操作入力により
、制御部２１は撮影部位や撮影部位を撮影するための撮影条件を選択する。尚、ＲＩＳ１
１から部位の撮影に必要な撮影情報を受信している場合は、受信した撮影情報を用いて、
自動的に撮影部位や撮影条件が選択されるように実装してもよい。
【００５８】
　また、撮影技師の判断で、撮影順序を変更するために撮影条件を選択し直すことも可能
であり、撮影条件を追加することも可能である。制御部２１は、撮影条件に適した放射線
の照射条件として、例えば、管電圧、管電流、照射時間などを設定するための撮影条件設
定コマンドを放射線発生装置１１０に送信する。撮影条件設定コマンドの受信に応じて、
放射線発生装置１１０は撮影条件に適した放射線の照射条件を設定して放射線の照射を行
う。
【００５９】
　ステップＳ４０７では、制御部２１の制御の下、透視、静止画撮影が実施される。透視
の場合、制御部２１は透視の映像をＧＵＩに表示するように表示制御を行う。また、制御
部２１は所望のタイミングで静止画の撮影を行うように撮影を制御することも可能である
。静止画を撮影した場合、制御部２１はＧＵＩに静止画を表示するように表示制御を行う
。尚、ＧＵＩが、放射線撮影装置１００に接続する画像表示装置に構成される場合、放射
線撮影装置１００は画像表示装置のＧＵＩに透視の映像や静止画を表示するように表示制
御を行うことも可能である。
【００６０】
　ステップＳ４０７の処理において、透視／撮影を行うために必要な放射線の照射が終了
すれば、ステップＳ４０５に処理は戻される。更に必要な撮影を行う場合、処理はステッ
プＳ４０６に進められ、同様の処理を行う。一方、ステップＳ４０５の判定で、全ての検
査が終了した場合、処理はステップＳ４０８に進められる。ステップＳ４０８で、制御部
２１は放射線発生装置１１０に検査終了を通知する。
【００６１】
　ステップＳ４０９で、放射線発生装置１１０は検査開始の通知から検査終了の通知まで
の積算線量情報（積算面積線量、積算照射線量、積算透視時間）と、照射条件（管電流、
管電圧、照射時間等）とを含む積算照射実施情報を放射線撮影装置１００に送信する。放
射線撮影装置１００の制御部２１は、放射線発生装置１１０から送信された積算照射実施
情報を受信する。
【００６２】
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　ステップＳ４１０にて、放射線撮影装置１００の制御部２１は、ＲＩＳ１１に対して受
信した積算照射実施情報を含む検査終了の情報をＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴとして通知する。
ここで、Ｎ－ＳＥＴに含まれるタグ(0040,8302)は、平均値であるので、制御部２１は積
算照射実施情報に含まれる積算照射線量を撮影枚数（撮影フレーム数）で除算して、平均
化した照射線量を取得する。制御部２１は、平均化した照射線量をＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴ
として通知する。
【００６３】
　ステップＳ４１１で、制御部２１は撮影した画像をＰＡＣＳ１２に送信して、処理を図
３のステップＳ３０１に戻し、一連の検査が終了する。このように、放射線撮影装置１０
０は、検査開始から検査終了までの積算照射実施情報（線量情報）を、透視直後を避けて
検査終了時に受信することができる。放射線撮影装置１００は、受信した積算照射実施情
報（線量情報）をＲＩＳ１１に送信することができる。透視直後に照射実施情報を送信し
ない放射線発生装置１１０と放射線撮影装置１００との組み合わせであっても線量情報を
ＲＩＳ１１に通知することができ、適切な線量管理が可能となる。
【００６４】
　（第２実施形態）
　第２実施形態では、放射線発生装置が線量情報をどのように送る機種であるかを判定し
、判定結果に応じて線量情報を取得する構成を説明する。本実施形態の放射線撮影装置は
、放射線発生装置１１０から放射線の線量情報の送り方を示すタイプ情報を取得する取得
部と、タイプ情報により線量情報の送り方を判定し、判定に応じて線量情報の取得を制御
する制御部とを備える。放射線撮影システムの構成や放射線撮影装置１００の構成を示す
ブロック図は第１実施形態と同様であるので説明は省略する。
【００６５】
　図５および図６を用いて第２実施形態の放射線撮影装置１００の処理手順を説明する。
放射線撮影装置１００が起動すると、まず、ステップＳ５０１で、制御部２１は、放射線
発生装置１１０に起動を通知する。ここで、制御部２１は、図９の起動通知のコマンドを
放射線発生装置１１０に送信するが、コマンドの送信でなく、ＲＳ２３２Ｃのブレーク信
号のような電気的な信号でもよい。
【００６６】
　次にステップＳ５０２において、制御部２１は、放射線発生装置１１０から送信される
コマンドにより機種情報を受信する。ここで、機種情報は具体的な機種名でなくても、次
のステップＳ５０３で判定処理ができれば、どのような情報でもよい。例えば、放射線発
生装置１１０から送信される線量情報の送り方を特定するためのタイプ情報を用いて判定
処理を行うことができる。放射線発生装置１１０の機種（属性）には、以下の２つのタイ
プがある。
【００６７】
　タイプ１：静止画（撮影）、動画（透視）の撮影単位で照射条件（管電流、管電圧、照
射時間等）と線量情報と、をセットとした照射実施情報を出力するタイプ。
【００６８】
　タイプ２：全ての撮影・透視が終了した検査単位で照射条件（管電流、管電圧、照射時
間等）および積算線量情報含む積算照射実施情報を出力するタイプ。
【００６９】
　放射線撮影装置１００の制御部２１は機種情報またはタイプ情報により放射線発生装置
１１０から送信される線量情報の送り方を特定する。具体的には、制御部２１は、機種情
報（タイプ情報）を用いて、放射線発生装置１１０のタイプがタイプ１であるか、タイプ
２であるかを判定する。制御部２１による判定でタイプ１と判定された場合、制御部２１
は、静止画（撮影）、動画（透視）の単位で照射条件とともに受信した線量情報を加算し
て、ＲＩＳ１１に出力する。また、制御部２１はＰＡＣＳ１２に送信する画像のヘッダー
に撮影単位の照射条件と、線量情報とを含めて送信する。
【００７０】
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　制御部２１による判定でタイプ２と判定された場合、制御部２１は受信した積算線量情
報を、そのままＲＩＳ１１に出力する。ここで制御部２１は、照射条件（管電流、管電圧
、照射時間等）の情報を用いて各画像の推定線量値を算出する。推定線量値は、例えば放
射線検出部１０１で得られるＸ線画像に基づいて定めることとしてもよい。例えば、被写
体を介さずに放射線発生部１１１から放射線が直接到達する領域（いわゆるす抜け領域）
の画素値と、Ｘ線画像における照射野あるいは被写体領域の大きさを用いて被曝線量を推
定することができる。Ｘ線が放射線検出部１０１の検出領域の内部領域のみに照射されて
いる場合には上記の方法を用いることができる。しかしながら、例えばＸ線が検出領域の
全面に照射されている場合、Ｘ線画像からでは、被写体の被曝線量は正しく見積もるのは
困難であるが、例えば目安として、照射野の大きさにＸ線画像の平均画素値を乗じた値を
用いて推定値としてもよい。
【００７１】
　さらに制御部２１は算出した推定線量値および推定値であることを示すフラグ情報を画
像のヘッダーに追加して、ＰＡＣＳ１２に送信することとすれば、線量計から線量情報が
得られない場合であっても、被曝線量の目安を管理することが可能となる。あるいは別の
例では、フラグ情報として、線量値の算出方法を示す情報を付すこととする。例えば、線
量計の型番や線量計の線量計測方式、放射線検出部１０１による検出方式などの情報を線
量（推定）値と関連付けて記憶させることで、線量計の線量値の妥当性や、異なる検出方
式間での線量値の比較を可能とすることができる。これにより、被曝線量の管理をより容
易にすることができる。
【００７２】
　尚、推定線量値をＰＡＣＳ１２へ送信する際の形式は、画像のヘッダーに含める構成に
限定するものではなく、例えば、付帯情報として、推定線量値および推定値であることを
示すフラグ情報を、ＰＡＣＳ１２に送信することが可能である。
【００７３】
　ステップＳ５０３で、制御部２１は受信した機種情報（タイプ情報）から、放射線発生
装置１１０が線量情報をどのように送信するかを判定する判定処理を行う。機種情報（タ
イプ情報）から、放射線照射終了直後に照射毎の照射実施情報を送信する機種（タイプ１
）であると判断した場合は、第１のタイプで動作すべくステップＳ５０４に進む。
【００７４】
　また、透視直後を避けた特定のタイミングで、積算照射実施情報を送信する機種である
と判断した場合（タイプ２）は、第２のタイプで動作すべく、図４のステップＳ４０１に
処理を進める。制御部２１は第２のタイプと判断した場合、第１実施形態で説明した処理
と同様の処理を行う。処理の内容は図４のフローチャートで説明済であるため、重複した
説明は省略する。
【００７５】
　ステップＳ５０４で、制御部２１は検査待ち状態として待機する。ここで、図示はしな
いが、撮影技師はＧＵＩ上で、新規検査、または終了を選択できる。終了が選択された場
合は、制御部２１はプログラムを終了する。新規検査が選択された場合、制御部２１は、
図６のステップＳ６０１に処理を進める。ステップＳ６０１からステップＳ６０６までの
処理は、第１実施形態で説明した図４のステップＳ４０１からステップＳ４０６と同様で
ある。
【００７６】
　ステップＳ６０７で、制御部２１は、静止画撮影を実施するように撮影制御を行う。撮
影の直後、ステップＳ６０８で、制御部２１は放射線発生装置１１０から送信された照射
実施情報を受信する。この場合の照射実施情報は、静止画（撮影）の単位での照射条件（
管電流、管電圧、照射時間等）と線量情報と、をセットとした情報である。
【００７７】
　ステップＳ６０９で、制御部２１はＧＵＩに撮影した静止画を表示するように表示制御
を行い、ステップＳ６０５に処理を戻す。撮影技師は必要な撮影を繰り返す。撮影技師が
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全ての必要な撮影を終了し、検査終了の操作をすると、処理はステップＳ６１０に進めら
れ、ステップＳ６１０で、制御部２１は放射線発生装置１１０に検査終了を通知する。
【００７８】
　ステップＳ６１１で、制御部２１は、受信した撮影回数分の照射実施情報に含まれる線
量情報を加算した情報を検査終了通知（ＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴ）としてＲＩＳ１１に通知
する。ここで、Ｎ－ＳＥＴに含まれるタグ(0040,8302)は、平均値であるので、制御部２
１は、照射線量の合計を撮影枚数で除算して、平均化した線量情報を取得してＲＩＳ１１
に出力する。
【００７９】
　ステップＳ６１２で、制御部２１は撮影した画像をＰＡＣＳ１２に送信する。ＰＡＣＳ
１２への送信において、制御部２１はＰＡＣＳ１２に送信する画像のヘッダーに撮影単位
の照射条件と、線量情報とを含めて送信する。ステップＳ６１２の処理が終了すると、処
理を図５のステップＳ５０４に戻し、一連の検査が終了する。
【００８０】
　本実施形態では、放射線撮影装置１００は起動時に放射線発生装置１１０が線量情報を
どのように送信する機種（タイプ）であるかを判定する。そして、放射線撮影装置１００
は照射直後に照射実施情報を受信するタイプと、透視直後を避けた特定のタイミングで積
算照射実施情報を受信するタイプとで、情報を取得（受信）するための制御を自動的に切
り換える。本実施形態によれば、放射線撮影装置１００はどちらの放射線発生装置と組み
合わされた場合であっても線量情報をＲＩＳに通知することができ、適切な線量管理が可
能となる。
【００８１】
　（第３実施形態）
　第３実施形態では、同一被検者に対して行う複数検査を、一つの検査であるかのように
実施する放射線撮影装置１００の構成を説明する。システムの構成や放射線撮影装置のブ
ロック図は第１実施形態と同様であるので説明は省略する。同一の被検者の複数の検査に
ついてまとめて撮影を行う場合、制御部２１は複数の検査の終了後に複数の検査で行った
撮影について積算線量情報を取得し、制御部２１は、取得した積算線量情報をまとめて出
力する。基本的な処理フローは、第１実施形態で説明した図３、図４と同様であるが、処
理内容が異なるステップがあるので、そのステップのみ説明する。
【００８２】
　ステップＳ４０２で、検査情報のリストをＧＵＩ上に表示する際、ＲＩＳ１１から受信
した検査をそのまま表示するのではなく、制御部２１は、それぞれの被検者を特定する識
別情報（被検者ＩＤ）が同じである検査が複数あるか否かを判定する。検査が複数あった
場合、制御部２１は、識別情報に基づいて複数の検査をまとめて１つの検査としてＧＵＩ
上に表示するように表示制御を行う。ここでは、同一被検者について複数検査がまとめら
れた検査が、撮影技師により選択されたとする。
【００８３】
　ステップＳ４０３で、制御部２１は、選択された検査が開始され、検査中になったこと
を検査開始通知（ＭＰＰＳのＮ－ＣＲＥＡＴＥ）としてＲＩＳ１１に出力する。ＭＰＰＳ
は各検査に対応して出力される情報であるため、制御部２１はまとめた検査の数だけ検査
開始通知（ＭＰＰＳのＮ－ＣＲＥＡＴＥ）を出力する。例えば、Ｎ個の検査をまとめた場
合、Ｎ個の検査のそれぞれに対応する検査開始通知がＲＩＳ１１に通知される。
【００８４】
　ステップＳ４０５で、制御部２１は撮影技師の選択に応じて、まとめた複数の検査分の
透視/撮影を実施する。検査終了が選択されると、ステップＳ４１０で、制御部２１はＲ
ＩＳ１１に対して、検査終了通知（ＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴ）を出力する。ＭＰＰＳは各検
査に対応して出力される情報であるため、検査終了通知（ＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴ）はまと
めた各検査の数だけ出力される。
【００８５】
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　ただし、放射線発生装置１１０から受信した複数検査分の積算照射実施情報（積算線量
情報）は、例えば、最後に実施した検査の検査終了通知（Ｎ－ＳＥＴ）にのみ含める。こ
のようにすることで、検査毎の線量情報をＲＩＳ１１に通知することはできないが、複数
検査分の線量情報を加算した積算線量情報をＲＩＳ１１に通知できるので、トータルの線
量管理が可能になる。
【００８６】
　（第４実施形態）
　第４実施形態では、一つにまとめた複数の検査のうち各検査における撮影枚数または撮
影フレーム数により積算線量情報を案分した線量情報を、各検査の終了通知とともに出力
する放射線撮影装置の構成を説明する。放射線撮影システムの構成や放射線撮影装置１０
０の構成を示すブロック図は第１実施形態と同様であるので説明は省略する。本実施形態
では、検査終了通知（ＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴ）の出力が第３実施形態と異なる構成を説明
する。以下の説明では、第３実施形態と異なる図４のステップＳ４１０の処理についての
み説明する。
【００８７】
　ステップＳ４１０で、制御部２１はＲＩＳ１１に対して、検査終了通知（ＭＰＰＳのＮ
－ＳＥＴ）を出力する。ＭＰＰＳは各検査に対応して出力される情報であるため、検査終
了通知はまとめた検査の数だけ出力する。ここで、各検査で、何枚の撮影が実施されたか
は、照射実施情報通知および積算照射実施情報により管理されている。放射線撮影装置１
００の制御部２１は放射線発生装置１１０から受信した積算照射実施情報に含まれる各パ
ラメータを撮影枚数、撮影フレーム数によって各検査に案分して、各検査における線量情
報を推定値として算出し、各検査の検査終了通知に含めて出力する。このようにすること
で、トータルの線量管理という意味では第３実施形態と同様に管理を行うことが可能であ
り、さらに各検査におけるおおよその線量情報の推定値をＲＩＳ１１に通知することがで
きる。
【００８８】
　（第５実施形態）
　第５実施形態では、開始した検査を一旦保留状態にし、他の検査を実施してから、保留
にした検査を再開することが可能な放射線撮影装置１００の構成を説明する。放射線撮影
システムの構成や放射線撮影装置１００の構成を示すブロック図は第１実施形態と同様で
あるので説明は省略する。開始した検査を途中で保留にする場合、制御部２１は開始から
保留になるまでに行った第１撮影の積算線量情報を取得し、記憶部２７に記憶する。検査
を再開する場合、制御部２１は、再開から検査の終了までに行った第２撮影の積算線量情
報を取得する。そして、制御部２１は第１撮影の積算線量情報と、第２撮影の積算線量情
報とを加算した積算線量情報を出力する。
【００８９】
　図７および図８を用いて第５実施形態の放射線撮影装置１００の処理手順を説明する。
放射線撮影装置１００は起動すると、まず、ステップＳ７０１で、放射線撮影装置１００
は検査待ち状態となる。ここで、図示はしないが、撮影技師はＧＵＩ上で、新規検査、終
了、保留再開を選択できる。終了が選択された場合は、プログラムを終了する。一方、ス
テップＳ７０５の判定で、新規検査が選択された場合は、図８のステップＳ８０１に進む
。ステップＳ８０１からステップＳ８０４は、図４のステップＳ４０１からステップＳ４
０４と同様なので説明を省略する。
【００９０】
　ステップＳ８０５では、検査中の状態となる。撮影技師は、この検査で必要な透視（動
画撮影）/撮影（静止画撮影）、検査終了または保留の操作をする。透視/撮影、検査終了
に関するステップＳ８０６からステップＳ８０９とステップＳ８１１は、図４のステップ
Ｓ４０６からステップＳ４０９とステップＳ４１１と同様なので説明を省略する。ステッ
プＳ８１０に関しては、後で説明する。
【００９１】
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　ステップＳ８０５にて保留が選択されると、ステップＳ８１２で、放射線撮影装置１０
０の制御部２１は放射線発生装置１１０に検査終了を通知する。ステップＳ８１３で、放
射線発生装置１１０は、検査開始の通知を受けてから、検査終了の通知までの積算面積線
量、積算照射線量、積算透視時間を含む積算照射実施情報を放射線撮影装置１００に送信
する。放射線撮影装置１００は放射線発生装置１１０から送信された積算照射実施情報を
受信する。
【００９２】
　ステップＳ８１４で、放射線撮影装置１００は受信した積算照射実施情報を、保留した
検査の積算照射実施情報として記憶部２７に記憶して、ステップＳ７０１に戻る。ここで
、撮影技師は新規検査を選択して、他の検査を実施することも可能である。ステップＳ７
０１で、撮影技師により保留再開が選択されると、処理はステップＳ８０４に移行する。
放射線撮影装置１００の制御部２１は放射線発生装置１１０に対して検査開始を通知して
、処理をステップＳ８０５に進め、ステップＳ８０５で検査中状態に復帰する。ここで撮
影技師は保留していた透視/撮影を実施することが可能である。
【００９３】
　ステップＳ８０５で検査終了が選択された場合、制御部２１は、ステップＳ８０８から
ステップＳ８１１の処理を実施する。ここで、ステップＳ８０８、Ｓ８０９、およびＳ８
１１の処理は、図４のステップＳ４０８、Ｓ４０９およびＳ４１１で説明したとおりであ
る。ステップＳ８１０で、放射線撮影装置１００の制御部２１はＲＩＳ１１に対して受信
した積算照射実施情報を含む検査終了通知（ＭＰＰＳのＮ－ＳＥＴ）を出力する。ここで
、検査終了通知として出力する情報には、直前のステップＳ８０９で、制御部２１が放射
線発生装置１１０から受信した積算照射実施情報と、記憶部２７に保存されている積算照
射実施情報とが加えられる。このようにすることで、保留前の積算照射実施情報と保留再
開後の積算照射実施情報の合計を検査終了通知と共に出力することができる。開始した検
査を一旦保留状態にし、他の検査を実施してから、保留にした検査を再開することが可能
な放射線撮影装置であっても、適切に線量の管理をすることが可能となる。
【００９４】
　本実施形態では、特定のタイミングとして検査終了時または保留時としたが、あくまで
も例であって、透視直後でなければ、例えば透視に続く静止画撮影の直後など、いつでも
よい。また、上記の実施形態では、ＭＰＰＳをＲＩＳ１１に送信する構成を例示したが、
ＭＰＰＳを受信する機能を持つ他の装置、サーバに送信してもよい。
【００９５】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００９６】
１００　放射線撮影装置、１１０　放射線発生装置、１３０　制御部
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